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実際の判決書（決定書） ウェブサイト 頁 行

 上告趣意はいずれも 上告趣意はいづれも 1 4

説示参照）要するに 説示参照）。要するに 1 22

原審自由裁量の範囲 原審自白裁量の範囲 2 14

第二審の調書よりは 第二審の調書のよりは 2 24

事実か認められなくても 事実が認められなくても 4 9

寝たと思うというような供述 寝たというような供述 4 16

いつてゐる）時間にすれば いつてゐる）、時間にすれば 4 24

 証拠の取捨判断 証張の取捨判断 5 8

 


